
� � (毎週月･水･金曜日発行)

�
�
�
�
�

�
�
�
�
	



�
�
	
�


�
�
�
�
�
�
�
�

目

次

規

則

○
社
会
福
祉
法
人
が
行
う
事
業
の
補
助
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

(

健
康
福
祉

政

策

課)

…

�

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

(

県
民
生
活

政

策

課)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
土
地
改
良
区
の
解
散

(

農
村
整
備
課)

…

�

出
先
機
関

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
住
所
変
更

中
南
地
方

農
林
水
産

事

務

所

…

�

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

上
北
地
方

農
林
水
産

事

務

所

…

�

○
右

同

(

同

)

…

�

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(

同

)

…

�

教
育
委
員
会

○
平
成
十
六
年
度
教
科
書
展
示
会
の
時
期
及
び
場
所
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義
務
教
育
課)
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�

規

則

社
会
福
祉
法
人
が
行
う
事
業
の
補
助
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
五
号

社
会
福
祉
法
人
が
行
う
事
業
の
補
助
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

社
会
福
祉
法
人
が
行
う
事
業
の
補
助
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
七
年
三
月
青
森
県
規

則
第
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
イ
の
�
中

｢

経
費｣

の
下
に

｢

並
び
に
当
該
知
識
及
び
技
能
を
習
得
し
て
い
る
期

間
中
の
生
計
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費｣

を
加
え
、
同
号
ロ
の
�
中

｢

経
費｣

の
下
に

｢

並

び
に
当
該
知
識
及
び
技
能
を
習
得
し
て
い
る
期
間
中
の
生
計
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費｣

を

加
え
、
同
号
中
ハ
を
削
り
、
ニ
を
ハ
と
し
、
ホ
を
ニ
と
し
、
ヘ
を
ホ
と
し
、
同
号
ト
の
�
中

｢

原
則

と
し
て
一
年｣

を｢

一
年(

特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
一
年
六
月)

｣

に
改
め
、｢

経
費｣

の
下
に

｢

並
び
に
当
該
療
養
の
期
間
中
の
生
計
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費｣

を
加
え
、
同
ト

の
�
中

｢
(

当
該
必
要
な｣

を

｢

並
び
に
当
該
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
受
給
期
間
中
の
生
計
を
維
持
す
る

た
め
に
必
要
な
経
費

(

こ
れ
ら
の｣

に
、

｢

原
則
と
し
て
一
年｣

を

｢

一
年

(

特
に
必
要
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
一
年
六
月)

｣

に
改
め
、
同
ト
を
同
号
へ
と
し
、
同
ヘ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ト

緊
急
小
口
資
金

(

低
所
得
世
帯
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
理
由
に
よ
り
緊
急
的
か
つ
一
時
的

に
生
計
の
維
持
が
困
難
と
な
つ
た
場
合
に
貸
し
付
け
る
少
額
の
資
金)

�

医
療
又
は
介
護
に
要
す
る
費
用
の
支
払
等
の
た
め
の
臨
時
の
生
活
費
が
必
要
で
あ
る
こ

と
。

�

現
金
等
を
盗
ま
れ
、
又
は
紛
失
し
た
こ
と
に
よ
り
生
活
費
が
必
要
と
な
つ
た
こ
と
。

�

年
金
、
保
険
金
等
の
支
給
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
間
の
生
活
費
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。

	

火
災
等
の
災
害
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
生
活
費
が
必
要
と
な
つ
た
こ
と
。

第
二
条
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

リ

離
職
者
支
援
資
金

(

生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の
失
業
に
よ
り
生
計
の
維
持
が
困
難

と
な
つ
た
世
帯
に
対
し
、
そ
の
者
の
再
就
職
ま
で
の
間
の
生
計
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な

経
費
と
し
て
貸
し
付
け
る
資
金)

ヌ

長
期
生
活
支
援
資
金

(

一
定
の
居
住
用
の
不
動
産
を
有
し
、
将
来
に
わ
た
り
当
該
不
動
産
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に
居
住
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
高
齢
者
世
帯
に
対
し
、
当
該
不
動
産
を
担
保
と
し
て
、
生
計

を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
経
費
と
し
て
貸
し
付
け
る
資
金)

第
二
条
第
二
号
中

｢

百
八
条
第
一
項
各
号｣

を

｢

百
十
条
第
一
項
各
号｣

に
改
め
る
。

｢

第
二
号
様
式
の
そ
の
一
中

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
四
月
二
十
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ア
ル
カ

三

代
表
者
の
氏
名

鳴
海

郁
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
本
町
五
丁
目
七
の
二
一

青
森
本
町
Ｖ
Ｉ
Ｌ
Ｌ
Ａ
二
階

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
青
森
市
及
び
周
辺
町
村
の
精
神
障
害
者
に
対
し
て
、
社
会
復
帰
に
関
す
る
地
域

生
活
援
助
事
業
を
行
い
、
精
神
障
害
者
の
早
期
社
会
復
帰
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
青
森
県
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
創
生
研
究
会

三

代
表
者
の
氏
名

泉

一
郎

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
新
城
字
平
岡
一
〇
九
の
二
八
七
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長
期
生
活

支
援
資
金

離
職
者

支
援
資
金

災
害
援
護
資
金

緊
急
小
口
資
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五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
青
森
県
内
の
豊
富
な
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
利
用
し
た
各
種
パ
イ
ロ
ッ
ト
事
業
、

環
境
保
全
活
動
及
び
青
森
県
下
の
大
学
等
と
の
協
力
に
よ
る
環
境
教
育
や
啓
蒙
活
動
等
を
行
う
こ

と
に
よ
り
、
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
る
大
間
町
を
始
め
と
し
た
県
内
各
地
の
活
性
化
に
寄
与
す
る

事
を
目
的
と
す
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(
平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
四
月
二
十
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
北
通
り
Ｎ
Ｐ
Ｏ

三

代
表
者
の
氏
名

木
村

信
雄

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

下
北
郡
大
間
町
大
字
奥
戸
字
向
町
三
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
高
齢
者
及
び
身
体
障
害
者
並
び
に
子
供
た
ち
に
対
し
て
、
わ
け
隔
て
な
く
生
活

の
援
助
、
自
然
と
の
ふ
れ
あ
い
の
場
を
提
供
し
、
豊
か
な
人
間
形
成
に
役
立
て
、
す
べ
て
の
年
代

が
交
流
を
持
ち
な
が
ら
、
自
然
と
の
調
和
を
図
り
、
住
み
よ
い
街
づ
く
り
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

も
っ
て
地
域
福
祉
の
向
上
と
社
会
全
体
の
利
益
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

土
地
改
良
区
の
解
散

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
、
土
手
内
土
地
改
良
区
は
、
平
成
十
六
年
五
月
十
日
解
散
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
住
所
変
更

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
青

女
子
堰
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
住
所
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
七
日

中
南
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

喜
多
山

秀

美

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
姉

沼
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七

項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
七
日
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

住
所
変
更
の

年

月

日

理

事

大
瀬

忠
治

旧
住
所
弘
前
市
大
字
船
水
字
勝
浦
一
〇
の
三

新
住
所
弘
前
市
大
字
八
代
町
六
の
四

平
成
��･

��･

��

〃

小
山
内

正
美

旧
住
所
弘
前
市
大
字
町
田
字
山
吹
三
二
の
四

新
住
所
弘
前
市
大
字
藤
内
町
一
の
二

〃
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上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

岩

渕

肇

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
奥

入
瀬
川
東
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
七
日

上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

岩

渕

肇

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃監

事

〃理

事

〃〃〃〃〃〃監

事

〃

根
岸

金
雄

下
田

徳
衛

駒
澤

健
次
郎

古
田

満

金
沢

幸
弘

山
本

倉
治

佐
々
木

春
彦

古
田

武
信

山
本

孝

根
岸

金
雄

駒
澤

健
次
郎

下
田

徳
衛

山
本

倉
治

古
田

満

佐
々
木

春
彦

金
沢

幸
弘

古
田

武
信

山
本

孝

三
沢
市
下
久
保
三
丁
目
一
の
六

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
七
百
一
四
の

一三
沢
市
大
字
三
沢
字
猫
又
二
二
の
四
五
七

〃

本
町
一
丁
目
二
の
一

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
金
矢
六
七

三
沢
市
岡
三
沢
一
丁
目
一
の
六
八

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
沼
久
保
九
八

の
二

三
沢
市
春
日
台
二
丁
目
一
五
二
の
一
五
二

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
金
沢
二
一
の

二三
沢
市
下
久
保
三
丁
目
一
の
六

〃

大
字
三
沢
字
猫
又
二
二
の
四
五
七

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
七
百
一
四
の

一三
沢
市
岡
三
沢
一
丁
目
一
の
六
八

〃

本
町
一
丁
目
二
の
一

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
沼
久
保
九
八

の
二

〃

〃

〃

字
金
矢
六
七

三
沢
市
春
日
台
二
丁
目
一
五
二
の
一
五
二

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
金
沢
二
一
の

二

平
成

��

･

�･

�就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃��･

�･

�退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

日
ケ
久
保
喜
一

袴
田

信
男

小
向

弘
太
郎

工
藤

與
之
美

松
村

光
作

市
村

善
男

川
口

博
美

松
本

勝
雄

川
口

徹

沼
端

剛

馬
場

富
四
郎

田
畑

実

日
ケ
久
保
喜
一

袴
田

信
男

小
向

弘
太
郎

工
藤

與
之
美

松
村

光
作

市
村

善
男

小
向

文
男

松
本

勝
雄

川
口

徹

川
口

博
美

馬
場

富
四
郎

沼
端

剛

上
北
郡
百
石
町
字
沼
端
八
〇

〃

下
田
町
字
間
木
三

〃

百
石
町
字
下
明
堂
五
四

〃

〃

字
新
田
二
〇
の
一

〃

下
田
町
字
秋
堂
五
九

〃

〃

字
染
屋
六
四

〃

百
石
町
字
後
田
二
五
の
二

〃

下
田
町
字
木
崎
一
〇
〇

〃

百
石
町
字
下
屋
敷
二
二
の
一

〃

〃

字
後
谷
地
七
一

〃

下
田
町
字
秋
堂
二
の
一

〃

百
石
町
深
沢
一
丁
目
七
三
の
一
七
〇

〃

〃

字
沼
端
八
〇

〃

下
田
町
字
間
木
三

〃

百
石
町
字
下
明
堂
五
四

〃

〃

字
新
田
二
〇
の
一

〃

下
田
町
字
秋
堂
五
九

〃

〃

字
染
屋
六
四

〃

百
石
町
深
沢
二
丁
目
七
三
の
一
六
七

〃

下
田
町
字
木
崎
一
〇
〇

〃

百
石
町
字
下
屋
敷
二
二
の
一

〃

〃

字
後
田
二
五
の
二

〃

下
田
町
字
秋
堂
二
の
一

〃

百
石
町
字
後
谷
地
七
一

平
成

��

･

�･

�就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃��･

�･

�退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃



� �

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
七
日

上
北
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

岩

渕

肇

青 森 県 報������	�
� 	�� 第2327号

土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了

年

月

日

十
五
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

三
六
―
一

十

和

田

市

平
成
��･

�･

��

十
五
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業三
六
―
一
〇
一

〃

��･

�･

�

〃

三
六
―
一
〇
二

〃

��･

�･

��

〃

三
六
―
一
〇
三

〃

��･

�･

��

〃

三
六
―
一
〇
四

〃

��･

�･

��

〃

三
六
―
一
〇
五

〃

��･

�･

�

〃

三
六
―
一
〇
六

〃

��･

�･

��

十
五
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

三
九
―
一

七

戸

町

��･
�･
��

〃

三
九
―
二

〃

〃

十
五
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業三
九
―
一
〇
一

〃

〃

〃

三
九
―
一
〇
二

〃

〃

〃

三
九
―
一
〇
三

〃

〃

十
五
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

四
一
―
一

十
和
田
湖
町

��･

�･

��

十
五
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業四
一
―
一
〇
一

〃

〃

〃

四
一
―
一
〇
二

〃

〃

十
五
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

四
二
―
一

六

戸

町

��･

�･

��

十
五
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業四
二
―
一
〇
一

〃

〃

〃

四
二
―
一
〇
二

〃

��･

�･

�

十
五
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業四
四
―
一
〇
一

上

北

町

��･

�･

��

十
五
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

四
六
―
一

天

間

林

村

��･

�･

�

〃

四
六
―
二

〃

��･

�･

��

〃

四
六
―
三

〃

��･

�･

�

〃

四
六
―
四

〃

〃

〃

四
六
―
五

〃

〃

〃

四
六
―
六

〃

��･

�･

�

十
五
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業四
六
―
一
〇
一

〃

��･

�･

��

〃

四
六
―
一
〇
二

〃

��･

�･

�

〃

四
六
―
一
〇
三

〃

��･

�･

��

〃

四
六
―
一
〇
四

〃

��･

�･

�

〃

四
六
―
一
〇
五

〃

��･

�･

��

〃

四
六
―
一
〇
六

〃

��･

�･

�



� �

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号

平
成
十
六
年
度
教
科
書
展
示
会
の
開
催
時
期
及
び
場
所
等
を
次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
教
科
書

の
発
行
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
施
行
規
則

(

昭
和
二
十
三
年
文
部
省
令
第
十
五
号)

第
十
一
条
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
五
月
十
七
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

花

田

隆

則

青 森 県 報平成16年５月17日 月曜日 第2327号 �

〃

四
六
―
一
〇
七

〃

〃

〃

四
六
―
一
〇
八

〃

��

･

�･

��

８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １ 番
号

野
辺
地
教
科
書
セ
ン
タ
ー

十
和
田
教
科
書
セ
ン
タ
ー

同

深

浦

分

館

西
教
科
書
セ
ン
タ
ー

同

小

泊

分

館

北
五
教
科
書
セ
ン
タ
ー

南
黒
教
科
書
セ
ン
タ
ー

弘
前
市
総
合
学
習
セ
ン

タ
ー
※
非
教
科
書
セ
ン
タ
ー･

予
備
展
示
の
み
開
催

中
弘
教
科
書
セ
ン
タ
ー

同

今

別

分

館

東
青
教
科
書
セ
ン
タ
ー

教
科
書
セ
ン
タ
ー
名
称

(

弘
前
市
総
合
学
習
セ
ン

タ
ー
を
除
く
。)

小
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

高
等
学
校

小
学
校

中
学
校

小
学
校

小
学
校

中
学
校

高
等
学
校

小
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

高
等
学
校

展
示
教
科
書

上
北
郡
野
辺
地
町
字
寺
ノ
沢
四
二
の
四

野
辺
地
町
立
野
辺
地
小
学
校

十
和
田
市
東
三
番
町
三
六
の
一

十
和
田
市
立
三
本
木
小
学
校

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
深
浦
字
寅
平
六
二
の
六

深
浦
町
立
深
浦
小
学
校

西
津
軽
郡
鰺
ケ
沢
町
大
字
舞
戸
町
字
久
富
二
七

鰺
ケ
沢
町
立
舞
戸
小
学
校

北
津
軽
郡
小
泊
村
字
砂
山
一
〇
七
六
の
一

小
泊
村
立
小
泊
小
学
校

五
所
川
原
市
大
字
新
宮
字
岡
田
一
六
一

五
所
川
原
市
立
五
所
川
原
小
学
校

黒
石
市
ぐ
み
の
木
二
丁
目
七
七

黒
石
市
立
中
郷
小
学
校

弘
前
市
大
字
末
広
四
丁
目
一
〇
の
一

弘
前
市
総
合
学
習
セ
ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
宮
園
一
丁
目
五
の
一

弘
前
市
立
時
敏
小
学
校

東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
山
崎
字
山
崎
一
〇
八
の
二

今
別
町
立
今
別
中
学
校

青
森
市
栄
町
一
丁
目
一
〇
の
一
〇

青
森
市
教
育
研
修
セ
ン
タ
ー

所
在
地
及
び
使
用
す
る
施
設
の
名
称

中

原

慶

明

鈴

木

俊

雄

西

�

正

二

青

山

孝

雄

石

岡

勇

一

野

呂

瑞

雄

岩

崎

光

秀

工

藤

浩

一

小

山

順

造

新

田

良

雄

月

永

良

彦

管
理
責
任
者
氏
名

六
月
七
日
か
ら
同
月
十
七
日
ま
で

(

土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。)

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

六
月
七
日
か
ら
同
月
十
一
日
ま
で

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

六
月
三
日
か
ら
同
月
十
七
日
ま
で

(

土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。)

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

予
備
展
示
期
間
及
び
時
間

六
月
十
八
日
か

ら
七
月
七
日
ま

で(

土
曜
日
及
び

日
曜
日
を
除
く
。)

午
前
九
時
か
ら

午
後
四
時
ま
で

た
だ
し
、

下
北
教
科
書
セ

ン
タ
ー
は
、
六

月
二
十
九
日
正

午
か
ら
午
後
四

時
ま
で
及
び
六

月
三
十
日
を
除

く
。

下
北
教
科
書
セ

ン
タ
ー
大
間
分

館
は
、
六
月
二

十
三
日
及
び
七

月
一
日
を
除
く
。

三
戸
教
科
書
セ

ン
タ
ー
は
、
木

曜
日
、
六
月
二

十
九
日
及
び
七

月
五
日
を
除
く
。

法
定
展
示
期
間

及
び
時
間

(

弘
前
市
総
合

学
習
セ
ン
タ
ー

を
除
く
。)
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同

五

戸

分

館

三
戸
教
科
書
セ
ン
タ
ー

八
戸
教
科
書
セ
ン
タ
ー

同

大

間

分

館

下
北
教
科
書
セ
ン
タ
ー

小
学
校

小
学
校

中
学
校

小
学
校

小
学
校

中
学
校

小
学
校

中
学
校

高
等
学
校

三
戸
郡
五
戸
町
字
天
満
後
二
一

五
戸
町
立
五
戸
小
学
校

三
戸
郡
三
戸
町
大
字
川
守
田
字
関
根
二
五
の
一

三
戸
地
方
教
育
研
究
所

八
戸
市
諏
訪
一
丁
目
二
の
四
一

八
戸
市
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
狼
丁
三
七
の
二

大
間
町
立
大
間
小
学
校

む
つ
市
桜
木
町
一
九
の
一

む
つ
市
立
大
湊
中
学
校

北

村

義

文

丹

新

也

阿

部

憲

行

川

端

亜
喜
男

布

施

勝

大

六
月
一
日
か
ら
同
月
十
四
日
ま
で

(

六
月
八
日
か
ら
同
月
十
日
ま
で
並
び
に

土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。)

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

六
月
一
日
か
ら
同
月
十
四
日
ま
で

(

木
曜
日
、
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。)

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

五
月
三
十
一
日
か
ら
六
月
七
日
ま
で

(

土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。)

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

六
月
七
日
か
ら
同
月
十
七
日
ま
で

(

土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。)

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

六
月
七
日
か
ら
同
月
十
七
日
ま
で

(

六
月
十
一
日
、
同
月
十
五
日
、
土
曜
日

及
び
日
曜
日
を
除
く
。)

午
前
九
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で



� �

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

青 森 県 報平成16年５月17日 月曜日 第2327号 �


